
平成28年７月５日（火曜日） 第２７９８号 5北　　海　　道　　公　　報

毎 週 火 ・ 金 曜 日 発 行

目　　　　　　　　　　次 ページ

北海道公報
発行　北 海 道
編集　総 務 部
　　　法務・法人局
　　　法 制 文 書 課
電話　011－204－5035
FAX　011－232－1385

告 示
○廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく指定区域の指定  （循環型社会推進課）　 5
○危険薬物の指定の解除  （医務薬務課）　 5
○道営土地改良事業変更計画の決定  （農業施設管理課）　 5
○農林水産大臣権限に係る保安林の指定施業要件の変更の予定  （治山課）　 5

告 示

北海道告示第460号
　廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）第15条の17第１項の規定に
より、次のとおり指定区域として指定する。
　　平成28年７月５日

北海道知事　高　橋　はるみ
１⑴　指 定 番 号　　第347号
　⑵　指定の区域　 　江別市角山178番27の一部（指定区域を明示した平面図に示す部分

に限る。）
　⑶　埋立地の区分　 　廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和46年政令第300号。

以下「政令」という。）第13条の２第２号
２⑴　指 定 番 号　　第348号
　⑵　指定の区域　 　江別市角山186番３の一部（指定区域を明示した平面図に示す部分

に限る。）、185番３
　⑶　埋立地の区分　　政令第13条の２第１号
３⑴　指 定 番 号　　第349号
　⑵　指定の区域　　江別市角山206番５、14、16、17、18、28、47
　⑶　埋立地の区分　　政令第13条の２第１号
　（「指定区域を明示した平面図」は、省略し、その図面を北海道環境生活部環境局循環型
社会推進課及び石狩振興局保健環境部環境生活課に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第461号

　北海道危険薬物の使用等の規制等に関する条例（平成27年北海道条例第39号）第５条第５
項の規定により、次のとおり危険薬物の指定を解除する。
　なお、平成28年北海道告示第438号（北海道危険薬物の使用等の規制等に関する条例に基
づく危険薬物の指定）は、廃止する。
　　平成28年７月５日

北海道知事　高　橋　はるみ
　危険薬物の指定を解除する物
１ 　１－（３，４－ジメトキシフェニル）－２－（メチルアミノ）プロパン－１－オン及び
その塩類

２ 　１－ペンチル－Ｎ－（キノリン－８－イル）－１Ｈ－インダゾール－３－カルボキサミ
ド及びその塩類

３ 　エチル＝２－［１－（５－フルオロペンチル）－１Ｈ－インダゾール－３－カルボキサ
ミド］－３－メチルブタノアート及びその塩類

４ 　メチル＝２－［１－（４－フルオロベンジル）－１Ｈ－インドール－３－カルボキサミ
ド］－３，３－ジメチルブタノアート及びその塩類

北海道告示第462号
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条の３第１項の規定により、次の地区について
道営土地改良事業の土地改良事業変更計画を定めた。
　その関係書類は、平成28年７月６日から20日間、一般の縦覧に供する。
　　平成28年７月５日

北海道知事　高　橋　はるみ
地区名 事 業 の 種 類 縦 覧 場 所
新高倉 経営体育成基盤整備［面的集積型］（農業用用排水施設、客土、暗渠

きよ

排水、区画整理） 北海道石狩振興局
拓 新 同 同
若葉南 経営体育成基盤整備［面的集積型］（農業用用排水施設、区画整理） 同
更 南 畑地帯総合整備［担い手支援型］（農業用用排水施設、農業用道路、区画整理、暗渠排水、土層改良） 北海道十勝総合振興局

北海道告示第463号
　農林水産大臣から、次のように保安林の指定施業要件を変更する予定である旨、森林法
（昭和26年法律第249号）第33条の３において準用する同法第29条の規定による通知があっ
た。
　　平成28年７月５日

北海道知事　高　橋　はるみ
１　指定施業要件変更予定保安林　　北見市・網走郡美幌町・常呂郡訓子府町（以上１市２
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　　の所在場所　　　　　　　　　町について次の図に示す部分に限る。）
２　保安林として指定された目的　　土砂の流出の防備
３　変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
　⑴　立 木 の 伐 採 の 方 法
　　ア　主伐は、択伐による。
　　イ 　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町

村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立 木 の 伐 採 の 限 度　　次のとおりとする。
　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道水産林務部
林務局治山課並びに北見市役所及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。）

正　誤
○平成28年６月７日（第2790号）
　北海道告示第407号（道営土地改良事業変更計画の決定）中に次のとおり誤りがあったの
で訂正する。
　ページ　　欄　　行
　　　７　　左　　11
　　　誤　　端野川向共和
　　　正　　端野川向協和


